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１．大学院教育実践研究科の現況及び特徴 
（1）大学院の現況 （2024年 5月 1日現在） 
①大学院名：星槎大学大学院教育実践研究科 
②大学院所在地： 

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通 11番地 横浜情報文化センター5階 
（大学本部所在地 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 817-255） 

③学生数及び教員数 

 学生数：41名、教員数：10名（うち実務家教員 7 名） 

 
（2）学校法人国際学園及び星槎大学の沿革 
 学校法人国際学園は、教育理念を共有する星槎グループの一法人として、「社会に必要

とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる。」という建学の精

神を掲げ、「必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現を

目指し、それを成し遂げる。」という教育理念のもと、「人を認める」「人を排除しない」

「仲間を作る」という 3つの約束を軸に教育実践に取り組んでいる。 
 本法人は、1986年にピーターパン幼稚園を開設して以来、横浜国際福祉専門学校を 1987

年に、星槎国際高等学校（広域通信制普通科）を 1999年に開設してきた。この他、複数の

中等教育機関を開設してきた。そこでは、いずれにおいても、個々のニーズにあった教育

を行い、常に社会に必要なことは何かを追求してきた。 
 こうした初等中等教育、専門学校教育での経験を活かし、「人と人、あるいは人と自然

とが共生する社会」の創造に貢献できるような大学教育を実現すべく 2004年に開設したの

が星槎大学共生科学部共生科学科（通信教育課程）である。2023 年度現在、共生科学科に

は教育、福祉、環境、国際関係、スポーツ身体表現、グローカルコミュニケーションの各

専攻が設置され、共生を横断的に教育研究活動に取り組んでいる。 
また、2006年に教職課程を開設し、2023年度現在、幼稚園から高校段階まで、特別支援

学校も含めて、12 の教員免許課程を有している。また、2009 年度から 2022 年 7 月まで行

われていた教員免許状更新講習では、社会人である現職教員の資質向上に寄与すべく、通

信教育で培った教育方法を活かして、全国にて講習を展開してきた。 
さらに、学部での教育活動の知見を活かし、それらの現場で活躍できる人材を育てるた

め、2013年には大学院教育学研究科修士課程を、2017年には教育実践研究科専門職学位課

程を、2020年には教育学研究科博士後期課程を開設してきた。 
なお、学校法人国際学園は、法人分割により、2022 年度からは星槎大学、星槎国際高等

学校、星槎もみじ中学校という 3 つの教育機関を含む組織として再編され、現在に至って

いる。学校法人国際学園を含む星槎グループでは、前述の 3 つの約束を活かし、幼稚園か

ら大学までを通じて共生社会への貢献を目指した教育を世に問うてきている（資料 0－1）。 

 
資料 0－1 沿革（概要） 

 
（3）星槎大学大学院教育実践研究科の特色 

星槎大学大学院には、教育学研究科修士課程、教育実践研究科（専門職学位課程）、教

育学研究科博士後期課程がある。 

星槎大学大学院は、「建学の精神に則り、教育の高度な学術研究及び教育の課題解決に

資する実践研究を通じて、教育の各分野・領域にかかわり次世代に繋げうる専門的知識・

技能を培い、その卓越した能力を発揮することにより、教育における課題解決と新しい教

育環境の創出をもって、共生社会の進展に貢献できる人材を養成していくことを目的」

（大学院学則第 1 条）とし、教育研究活動に取り組んでいる（資料 0－2）。 
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このうち、教育実践研究科（専門職学位課程）（以下、「本研究科」）では、学習社会

において教育の中核を担う小学校・中学校・高等学校の教員、専門学校（専修学校専門課

程）等の職業人養成機関の教員、すなわち教育の専門職者の養成と資質向上が目的とされ

ている。その背景には、社会変化の激しい現在、学部で身につけた知識やその後の経験だ

けでは教育現場の多様な問題に立ち向かうことは難しくなっていることがあり、専門職者

が再び大学院に戻り、教育に係る課題意識を持った大学教員や仲間の学生と研鑽していく

ことの重要性が増していることがある。その点で、本研究科では、課題意識のある現職者

や今後教員を目指す者が、理論と実践の往還をもとに自らの教育を展開できるようになる

ことを教育の目的としている。そのため、本研究科では、保育園・幼稚園から大学・短期

大学・専門学校までの幅広い学校種の教員、医療現場等で教育に携わる者などが教育実践

の研究を行い、各々が自身の実践を向上させようと学んでいる。 
さらに、本教育実践研究科は、2020 年に開設された博士後期課程とも接続をもっている。

博士後期課程は教育学研究科に開設されているが、理論と実践の往還の発想のもと自律的

に遂行できる教育実践者の養成を目指しており、両者は、理論と実践の往還、社会人がよ

りよい実践を目指し、研究を行っていくという観点で共通している（資料 0－3）。 

 
資料 0－2 星槎大学大学院学則 
資料 0－3 教育学研究科修士課程・博士後期課程，教育実践研究科の関係 
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２．大学院の目的：教育上の理念・目的・養成しようとする人材 
（1）教育上の理念・目的 

 星槎大学では、建学の精神を「社会に必要とされることを創造し、常に新たな道を切り

開き、それを成し遂げる」とし、教育理念を「人と人、そして人と自然が共生する社会の

創造に貢献することを目的とし、『共生』という理念で結ばれる、教育、福祉、環境、国

際関係及びそれらを横断する広い知力、共生する心の耕作、様々な問題を前向きに解決し

ようとする課題探求能力の育成、特別支援教育を担う教師等の育成」としている。 

 教育実践研究科は 2017 年に開設され、より一層複雑化・高度化する教育環境の中で、

様々な格差問題や不登校・いじめといった教育課題に対応できる学校教員の資質向上を目

指してきた。あわせて、高等教育進学率が 80％を超え、専門学校の進学率も 25％近い中で

の専門学校教員等の資質向上にも資する役割を担ってきた。このように、本研究科の特徴

は、初中等教育の学校教員に限らず、広く教育に関わる専門職者の資質向上を目指した教

育を行っていることにある。そして、より広く教育実践を行う者を支えるべく、看護・医

療、保育の現場等で後進指導をする者がよりよい教育を提供できるような指導力の育成・

向上を図ることも目的の一部としてきた。このように教育に係る多様な人材が共に学び、

高めあうことが本研究科の直接の目的の延長にある。 

以上から、本研究科では学則において目的を次のように定めている（資料 0－4）。 

 

＜星槎大学専門職大学院学則 第 2条＞ 

星槎大学大学院教育実践研究科（専門職学位課程）は、建学の精神に則り、学校を中心

とした学習社会において教育の中核を担う小学校・中学校・高等学校に在職している教員

の教育力の向上と、専門学校等の職業人養成機関の教員の養成と資質向上をめざして、専

門的職業を担うための深遠な学識及び卓越した能力を培うことを目的にする。 

 

（2）養成しようとする人材像 

 以上を踏まえ、本研究科は、教育の諸課題と学修者の特性への深い理解に基づいた指導

力を持つ教育実践の専門職者を養成人材像の中核に置く。さらに共通の規定に加え、職域

別に 2 つの具体的な人材像を定める。その第一は、教科指導力を持ち、キャリア教育や学

校特有の問題に対応できる能力を持った学校教員である。第二は、専門分野の知識・技術

と普遍的な教育能力とを組み合わせて学生や後進指導に当たることができる専門学校教員

等である。ここには、看護・医療、保育など多様な職業領域で人材養成を行う教育関連職

も含まれる。 

これらの人材に関して本研究科が目指す能力には 3 つの観点がある。その第一は教員と

いう専門職として生きる上での「専門職性」であり、第二は教員としての現代社会の理解、

すなわち教育課題の把握・理解・対応能力であり、第三は主体的な学びへの動機、学びの

実施を促すための能力である。そして、この目指す能力に沿った三つのポリシーを定めて

いる（資料 0－5）。 

 

（3）開学後の養成人材をめぐる変化 

本研究科は、本年度で開学 8 年目を迎えるが、この間、学生に初等中等教育の学校教員

以外の割合が非常に大きくなってきたこと、特に高等教育機関の教員や、学校を取り巻く

環境において活躍する人材が増えてきたことが変化として挙げられる。これを受け、当初

の基本的な理念と目的は維持しつつも養成人材像へのアプローチは変化しつつある部分も

ある。 

養成人材をめぐる変化においても変わらないことは、星槎大学が培ってきた社会人教育

の実績を生かした職種・世代・立場を超えた交流の観点と、理論と実践の往還ができる専

門職者を育てる観点から教育実践に関わって幅広く学べる機会を用意している点である。

一方で、学生からのニーズを踏まえて理論と実践の往還の観点から、研究力の強化にも力
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を入れてきた。また、他職種がいることを踏まえ、教育をめぐる多様な状況を学ぶ取り組

みが加わってきた。このように養成しようとする人材と、本研究科の教育を必要として入

学してくる学生のバランスを鑑みながら、教育の不断の改善を試みている。 

本研究科は 2018 年 3 月に日本教育大学院大学から転学の 1 期生が修了後、これまでに

116 名の修了生を輩出してきた（資料 0－6）。多くが現職を継続、大学院での学びを職場

に還元しており、学びを活かして新たな環境で活躍をするものも少なくない。今後も、本

研究科の理念に沿いつつ、学校現場、広く教育関連の現場で働く人材の養成を行っていき

たい。 

 

資料 0－4 星槎大学専門職大学院学則 
資料 0－5 教育実践研究科 三つのポリシー 

資料 0－6 修了生数の推移 
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基準１．目的及び入学者選抜 
1-1 大学院の目的が、明確に定められているとともに、「高度の専門性が求められる職

業を担うための深い学識及び卓越した能力を培う」という学校教育法第 99条第 2項の規定

から外れるものでないか。 

〔観点に係る状況〕 

本研究科の目的は、星槎大学専門職大学院学則の第 2 条に、「建学の精神に則り、学校

を中心とした学習社会において教育の中核を担う小学校・中学校・高等学校に在職してい

る教員の教育力の向上と、専門学校等の職業人養成機関の教員の養成と資質向上をめざし

て、専門的職業を担うための深遠な学識及び卓越した能力を培うこと」（資料 1-1-①）と

明記している。これは学校教育法第 99 条第 2 項の専門職大学院の規定に沿ったものであ

る。 

また、設置認可申請書において、「学校教育現場での課題意識を活かし」て学ぶために

は、「理論と実践の往還を目指す専門職大学院であることが重要」であるとして、学識と

専門性の一体的な必要性を明記しており（資料 1-1-②）、2021年度の認証評価においてそ

の妥当性が評価された。  

ディプロマ・ポリシーでは（A）教育課題の解決に立ち向かう意欲と行動力、（B）教育

に関して高度な専門性を身に付け、不断に教育理論の構築と探求を行って、優れた実践

力・指導力を教育指導の現場で発揮できる能力、（C）教育の専門職者としての倫理規範

をわきまえ、職場での良好な対人関係や地域社会との協調関係が構築できる資質能力があ

ることを求めている。 

この（A）から（C）に沿ってカリキュラム・ポリシーの「3 つの柱」に反映するととも

に、教育課程として、基盤科目、基幹科目、多様な専門科目や関連科目を設置し、同時に、

理論と実践の往還を果たすためにプロジェクト研究などの科目を置いている（資料 1-1-

③）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。大学院の目的を設置の趣旨に掲げ、学則でも明示している。その

上で、高度の専門性が求められる職務を担うための深い学識及び卓越した能力の観点、理

論と実践の往還に係る必要な諸能力を設定し、教育課程を編成している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 1-1-① （再掲）資料 0-4 星槎大学専門職大学院学則 

資料 1-1-② 設置の趣旨等を記載した書類（2016年 8 月認可）より抜粋 

資料 1-1-③ （再掲）資料 0-5 教育実践研究科 三つのポリシー 

 

1-2 大学院の目的に沿って、求める学生像や入学者選抜の基本方針等が記載された入学

者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。 

〔観点に係る状況〕 

本研究科では、大学院の目的に沿って、以下のように求める学生像を示すとともに、ア

ドミッション・ポリシーを定めている（資料 1-2-①）。 

 

(A)修了後に、教員として活動するために求められる知識や技能等を修得することに対す

る明確な意思を有している者であること 

(B)継続的な学修を行い、教育に関連する専門職として職務を遂行するための心身の自己

管理能力を有する者であること 

(C)教育に関わり生涯にわたり自己研鑽を積む意欲を持つ者であること 
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さらに、以下の要件を満たすことを求めている（資料 1-2-②）。 

 

(1) 現職教員(専門学校等を含む)としての経験、または、修了後に携わりたい教育機関に

関わる業界での経験を 3 年以上持つ社会人 

(2) 教育に関わる明確な課題意識を持つ者 

 

〔分析結果とその根拠理由〕                 

 基準を満たしている。求める学生像や入学者選抜の基本方針等が記載された入学者受

入方針（アドミッション・ポリシー）を明確に定めている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 1-2-① （再掲）資料 0-5 教育実践研究科 三つのポリシー 

資料 1-2-② 2024 年度 4 月生学生募集要項（星槎大学大学院教育実践研究科教育実践専攻

（専門職学位課程）） 

 

1-3 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入方法が採用され

ており、実際の入学者選抜が、適切な実施体制により公正に実施されているか。 

〔観点に係る状況〕 

アドミッション・ポリシーに基づき、広報募集活動を展開している。資料請求者、入学

希望者等に対して適宜、個別面談を実施、専門職学位課程についても説明を行っている。 

 入学試験にあたっては、入試委員会を組織し、全専任教員で入学試験に当たっている。

入学者の選考においては、論述審査、書面審査、面接審査を実施している。それぞれにつ

いてアドミッション・ポリシーに基づく評価基準を設けて、本研究科で学修を進めるレベ

ルにあるか審査している。特に面接審査では意欲を含め学修を修了まで全うできるかの観

点でも審査を行っている。評価結果を臨時教授会にて審議し、合否の審議結果を学長に報

告して最終決定としている（資料 1-3-①,②,③,④,⑤,⑥,⑦）。 

 論述審査は、2020 年度に感染症対応として小論文の事前提出により審査を行った。事前

の書類審査、入試当日の面接審査により適切な選考ができたことから、入試に伴う受験者

の負担も考慮して、この方法で継続して実施している。 

なお、星槎大学大学院入学資格審査規程では、大学を卒業していない入学希望者に対し

て、学士相当の学力に係る個別の入学資格審査による門戸も開いている。 

個別の入学資格審査に関しては、入試委員会の意見を参考に研究科長が書面審査を行い、

出願許可の判断を行っている（資料 1-3-⑧,⑨）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。入学試験はアドミッション・ポリシーに基づく評価基準により、

書面、論述、面接の各審査を総合的に判断し、入学の可否を決定している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 1-3-① （再掲）資料 1-2-② 2024年度 4月生学生募集要項（星槎大学大学院教育実

践研究科教育実践専攻（専門職学位課程）） 

資料 1-3-② 2023年度教育実践研究科 10月生入試（2023年 9月 2日実施）の流れについて 

資料 1-3-③ 星槎大学専門職大学院 入試委員会規程 

資料 1-3-④ 教育実践研究科入試委員会議事録 

資料 1-3-⑤ 教育実践研究科入試採点基準 

資料 1-3-⑥ 2023年度 10月生入学試験評価集計結果 

資料 1-3-⑦ 臨時教授会議事録 

資料 1-3-⑧ 星槎大学大学院 入学資格審査規程 
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資料 1-3-⑨ 星槎大学大学院個別の入学資格審査に関する内規 

 

1-4 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、または大幅に下回る状況になっていない

か。その場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数と

の関係の適正化が図られているか。 

〔観点に係る状況〕 

 直近 2 年間の入学者数は、入学定員 15 名に対して、2023 年度が 16 名、2024 年度（4 月

生のみ）17 名で、入学定員充足率は 2023 年度が 1.07 倍、2024 年度 1.13 倍である（資料

1-4-①） 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を概ね満たしている。入学定員をやや超過しているものの、長期的には大きな超過

傾向ではないと判断している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 1-4-① 星槎大学大学院教育実践研究科入学者数推移 

 

【優れた点及び改善を要する点】 

〔優れた点〕 

教職大学院ではない、教育に関わる唯一の専門職大学院として、教育力の向上に寄与す

るために、その設置の趣旨やアドミッション・ポリシーを定めて公表している。また、こ

れに必要な教育課程を展開し、理論と実践を架橋したより高度な専門職性を身につけるこ

とができる教育活動を展開している。 

 

〔改善を要する点〕 

 近年は入学定員充足率の点で超過傾向にあり、教育の質を確保する観点から適切な定員

について検討を行っている。 

 

〔概要〕 

星槎大学専門職大学院学則第 2 条に、「建学の精神に則り、学校を中心とした学習社会

において教育の中核を担う小学校・中学校・高等学校に在職している教員の教育力の向上

と、専門学校等の職業人養成機関の教員の養成と資質向上をめざして、専門的職業を担う

ための深遠な学識及び卓越した能力を培う」ことを目的として明記しており、学校教育法

第 99条第 2項の規定にも沿っている。 

先述の目的に沿ってアドミッション・ポリシーを定め、ホームページや募集要項などの

各媒体を通じて、その公表・周知に努めている。 

入学試験に関しては、アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れのための審査

（書面審査・論述審査・面接審査）を全専任教員により行っている。書面審査においては、

アドミッション・ポリシーに適しているか、入学資格は適切かを確認している。論述審査

では、本研究科で学修を進めるレベルにあるか、面接審査では意欲を含め学修を修了まで

全うできるかを審査している。書面審査、論述審査、面接審査ともにアドミッション・ポ

リシーに基づく評価基準により評価している。評価結果を臨時教授会にて審議し、合否の

判定を学長に報告して最終決定している。また、本研究科では個別資格審査による門戸も

開いており、入試委員会の意見を参考に研究科長が書面審査を行い、出願許可の判断を行

っている。個々の学修状況に応じた出願資格に係る要件について引き続き検討中である。 

実入学者の観点では、着実に志願者が増加し、現在はやや超過傾向にある。適切な実入

学者数となるように検討を進めている。 
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基準２．教育課程 
2-1 理論と実践の架橋に留意しつつ、大学院の目的や授与される学位に照らして、授業科

目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されているか。教育課程の編成が、学生の

多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等を反映したものになっているか。 
また、教育課程が次に掲げるような事項を踏まえた内容になっているか。 
(1)教育課程が、教育実践に必要な専門的な知識、教育に携わる専門職の現場で必要とさ

れる独自の判断力、論理的な思考力、応用能力等を修得させるとともに、高い倫理観及び

国際的視野をもつ専門職業人を育成するよう適切に編成されていること。 
(2)専門職としての資質と専門的能力を養うために、教育実践基礎、教育実践マネジメン

ト、主体的な学びの実施を促すための教授能力の育成に関する科目を重点的かつバランス

よく履修させるよう配慮がなされていること。 
(3)基本的な内容、発展的な内容、応用・実践的な内容を取り扱う科目がそれぞれ開設さ

れるなど、段階的な教育を行うことができるよう教育課程が編成されていること。 
〔観点に係る状況〕 

本研究科では、設置時点での理念を踏まえ、理論と実践の架橋・往還を意識した教育を

行うため、本研究科の教育課程編成・実施の方針（以下 CP）では、専門職性、教育課題の

把握・理解・対応能力、学びの実施を促すための能力の育成を 3 つの柱に掲げている（資

料 2-1-①,②）。 
これに基づくカリキュラムは基盤科目、基幹科目、専門科目、関連科目、教育実践研究

科目の 5つの科目群で構成される。 
まず(1)について、教育実践に必要な専門的な知識、教育に携わる専門職の現場で必要

とされる独自の判断力、論理的な思考力、応用能力等を習得させる科目は、専門職者の在

り方を問う基盤科目を中心に扱う。特に高い倫理観の涵養や職能開発については「専門職

者としての基盤（１）」で指導を行う。 

さらに、国際的視野をもつ専門職業人を育成するために、本科目の他、多くの科目で国

際動向を扱っている。 

次に(2)については、専門職としての資質と専門的能力を養うために、教育実践基礎、

教育実践マネジメント、主体的な学びの実施を促すための教授能力の育成に関する科目を

基幹科目群と専門科目群に配置している。教育実践基礎については、すべての基幹科目、

専門科目群の基礎として各科目で扱われている。教育実践マネジメントについては、学校

経営を含む科目を配置している。主体的な学びの実施を促すための教授能力の育成する観

点は、基盤科目うち方法論やその発想に関わる科目及び専門科目群の各科目で扱っている。 

さらに(3)については、教育実践研究に関わる基本的な内容については基盤科目群の

「専門職者としての基盤（２）」で指導を行う。発展的な内容、応用・実践的な内容につ

いては、教育実践研究科目群において、学修を実践に活かす「教育実践演習」、理論と実

践の融合・往還を目指す「プロジェクト研究Ⅰ」「プロジェクト研究Ⅱ」（以下「PJⅠ」

「PJⅡ」）を配置している。この科目群では、研究者教員と実務家教員が共同で指導を行

い、学生の多様なニーズに沿った学修ができている（資料 2-1-③,④,⑤）。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 
 基準を満たしている。各科目は現代の教育課題を扱うなど、社会からの要請等を反映し

たものになっている。また、本研究科の教育の集大成として位置付けられる PJⅠ、PJⅡ、

教育実践演習では、学生の多様なニーズに合わせた学修・研究を行っている。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-1-① （再掲）資料 1-1-② 設置の趣旨等を記載した書類（2016年 8月認可）より抜    

粋 
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資料 2-1-② （再掲）資料 0-5 教育実践研究科 三つのポリシー 
資料 2-1-③ 2023 年度学生ハンドブック PP.Ⅳ-3～Ⅳ-4「3 カリキュラム構成／開設科

目」 
資料 2-1-④ 2023年度シラバス 

資料 2-1-⑤ 2023 年度学生ハンドブック PP.Ⅳ-7～Ⅳ-19「6 プロジェクト研究Ⅰ・Ⅱ／

教育実践演習のねらい」 

 
2-2 教育課程や教育内容の水準が、当該職業分野の期待に応えるものになっているか。

授業科目の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものであり、当該分野の研

究動向あるいは実務の経験を反映したものとなっているか。 
〔観点に係る状況〕 

本研究科には、初等中等教育の教員、看護・医療、保育の専門学校教員等が中心に在籍

し、いずれも教育実践の学びを志向して入学している（資料 2-2-①）。本研究科では、こ

の学生の状況を踏まえ、各職域ではなく教育実践に重きを置いた教育課程・内容を提供し、

実習科目以外は全て講義・演習を合わせて行っている。各科目では双方向性・多方向性を

重視し、教育実践者である学生が講義により最新・最重要課題を学び、討論等により自身

の経験・実践と関わる学びを行っている（資料 2-2-②,③,④）。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 
 基準を満たしている。各科目の内容は適切であり、当該職業分野の期待に沿うように配

慮されている。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-2-① 在籍者の現状 

資料 2-2-② （再掲）資料 2-1-③ 2023年度学生ハンドブック PP.Ⅳ-3～Ⅳ-4「3 カリキ

ュラム構成／開設科目」 
資料 2-2-③ （再掲）資料 2-1-④ 2023年度シラバス 
資料 2-2-④ （再掲）資料 2-1-⑤ 2023 年度学生ハンドブック PP.Ⅳ-7～Ⅳ-19「6 プロ

ジェクト研究Ⅰ・Ⅱ／教育実践演習のねらい」 

 
2-3 履修科目の登録の上限設定等の取組を含め、単位の実質化への配慮がなされている

か。  
〔観点に係る状況〕 

履修登録の上限単位数は専門職大学院学則第 25 条第 2 項で 26 単位と規定している（資

料 2-3-①,②）。また単位の実質化のため、入学ガイダンス時に各学期の履修単位数の目

安は 6単位（3科目）以内であることを案内している。 
 

〔分析結果とその根拠理由〕 
 基準を満たしている。学則で履修科目の登録上限を規定し、それを学生ハンドブックに

掲載、学生等に配布・周知したり、入学ガイダンスでも履修単位数の目安を示すことで、

単位への実質化への配慮を行っている。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-3-① （再掲）資料 0-4 星槎大学専門職大学院学則 
資料 2-3-② 2023年度学生ハンドブック PP.Ⅳ-5「4 履修上の注意点」 
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2-4 学生の履修に配慮した適切な時間割の設定等がなされているか。ひとつの授業科目

について同時に授業を受ける学生数が、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条

件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数となっているか。  
〔観点に係る状況〕 

本研究科の時間割は、月・金（以下「平日」）の 2 日、土・日（以下「土日」）の 2 日、

午前・午後の各 1 時限（1 時限は 3 時間授業）に 1～2 科目を開講し、特に、必修科目は平

日・土日の両方で開講している。そのため、平日のみ、土日のみで修了可能な社会人を意

識した編成である。また、4 学期制を採用し、各学生は繁忙期を避けて学ぶことができる

（資料 2-4-①）。 

方法面では、開設当初より大半の科目で Zoomによる同時双方向・多方向のメディア授業

を開講し、Google Classroom（LMS）を活用して学生への学修支援を図っている（資料 2-

4-②）。これにより、通学が困難な状況下においても、支障なく授業を実施できている。 

Zoom の使用において同時に授業を受ける学生数が一画面で収まるように 23 名を上限と

している。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。学びやすい時間割編制、同時に授業を受ける学生数を考慮したメ

ディア授業の積極的な導入を図っている。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-4-① 2023 年度時間割表 

資料 2-4-② ガイダンス時の履修案内に関する資料 

 
2-5 専攻分野に応じた、事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論あるいは

質疑応答、その他の適切な方法により授業を行うなど、適切な配慮がなされているか。 
〔観点に係る状況〕 

講義・演習科目では、講義に加えて討論や質疑応答が重視され、メディア授業も含めて

同時双方向・多方向である。また、事例を扱う科目や学生の現場での課題意識に沿った討

論を行う科目もあり、学生は目的に応じた多様な手法で学修ができている（資料 2-5-①,

②）。特に、「教育実践演習」は教育現場での活動や事例研究に基づかせるとともに、

PJⅠ、PJⅡは教育実践演習と関わる形で実施されている（資料 2-5-③）。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。全ての科目が同時双方向・多方向で、目的に応じた多様な手法で

学修できるように配慮している。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-5-① シラバス記載に基づく科目別授業手法 

資料 2-5-②（再掲）資料 2-1-④ 2023年度シラバス 
資料 2-5-③（再掲）資料 2-1-⑤ 2023年度学生ハンドブック PP.Ⅳ-7～Ⅳ-19「6 プロジ

ェクト研究Ⅰ・Ⅱ／教育実践演習のねらい」 

 
2-6 教育課程の編成の趣旨に沿って、1 年間の授業計画、授業の内容・方法等が明記され

た適切なシラバスが作成され、活用されているか。  
〔観点に係る状況〕 

各科目についてシラバスを作成し、大学院ホームページ、学内専用サイトで提示してい

る。シラバスでは「授業の到達目標」は到達度の評価が可能な具体的な記述で統一され、
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授業の形態では「授業の特徴」と「授業外学修」について明記される等、学修の実質化も

図られている（資料 2-6-①）。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。シラバスは授業外学修等も含めて適切に提示されている。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-6-① （再掲）資料 2-1-④ 2023年度シラバス 

 
2-7 学生の履修指導及び学修相談・助言が、学生の多様性（履修歴や実務経験の有無等）

を踏まえて適切に行われているか。 
〔観点に係る状況〕  
 入学時のガイダンスで履修相談を実施している（資料 2-7-①）。日常的には、事務局に

よる履修相談の他、各学生にアドバイザー教員（1 年生）、プロジェクト研究指導教員（2

年生）（以下、アドバイザー教員等）を配し、個別の学修相談も実施している。 
 さらに、全教員が学生に適切な指導助言を行えるよう、入学時・各学期末には学生の背

景状況、単位修得・履修状況等について「学生情報共有のための会議」（以下「共有会

議」）で共有している（資料 2-7-②,③）。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。各学生に対して、適切な指導・助言を行う体制を整え、運営して

いる。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-7-① （再掲）資料 2-4-② ガイダンス時の履修案内に関する資料 
資料 2-7-② 学生情報共有のための会議（資料） 
資料 2-7-③ 学生単位修得状況表 

 

2-8 成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、それらに従って、成績評価、

単位認定、修了認定が適切に実施されているか。成績評価等の正確性を担保するための措

置が講じられているか。 
〔観点に係る状況〕 

単位認定、修了認定、成績評価の基準は専門職大学院学則、履修規程に定められており、

基準は厳正に適用されている（資料 2-8-①,②）。また、各科目の評価方法・基準はシラ

バスに明示されるとともに、初回の授業で説明を行い、その基準のもとで適正に評価が行

われている（資料 2-8-③）。 

なお、本研究科では入学前の既修得単位認定の認定を行っている。希望する学生は、研

究科長宛の既修得単位認定申請書、単位認定希望する既修得単位に関する資料（シラバス

等）を提出する。これらに資料については教務委員会と教授会で確認、審議され、既修得

単位の認定が行われている（資料 2-8-④,⑤,⑥）。なお、対応科目がある場合は、科目担

当者の意見も参考にされる。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。学則、シラバスにおいて、修了認定基準、成績評価基準が明記さ

れ、それらに従って成績評価，単位認定，修了認定が実施されている。 

 
〔根拠となる資料〕 
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資料 2-8-① （再掲）資料 0-4 星槎大学専門職大学院学則 
資料 2-8-②  星槎大学専門職大学院履修規程 
資料 2-8-③ （再掲）資料 2-1-④ 2023年度シラバス 
資料 2-8-④ 既修得単位認定申請書 
資料 2-8-⑤ 入学者の既修得単位 認定者総数 

資料 2-8-⑥ 星槎大学大学院教育実践研究科入学前の既修得単位に関する取扱要領 

 
2-9 学生の状況や各教員の授業内容、指導方法等について、教員間で情報が共有され、

必要な対応が図られているか。  
〔観点に係る状況〕 

各学期末に共有会議を持ち、相談及び助言に活かしている。また、PJⅠ、PJⅡには全教

員が参画、指導上での交流も行っている。各教員の授業内容や方法については、シラバス

や授業を記録した動画で情報共有している（資料 2-9-①,②,③）。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。学生の状況は共有会議で学生情報を共有し、各教員の授業内容や

方法については、シラバスや授業を記録した動画により情報共有している。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 2-9-① （再掲）資料 2-7-② 学生情報共有のための会議（資料） 

資料 2-9-② （再掲）資料 2-1-④ 2023年度シラバス 

資料 2-9-③ クラスルームに掲載の授業動画一覧 

 
【優れた点及び改善を要する点】 

〔優れた点〕 
教育課程の編成にあたっては、専門職性や教育課題への対応能力が重視されており、科

目上は講義・演習、実習がバランスよく配置されている。 
また、社会人や遠隔地の学生に学修機会を保障するために同時双方向でのメディア授業

も実施し、課題共有や意見交換の場も設けている。 

 
〔改善を要する点〕 
 教育課程や各科目の在り方について、最新の研究動向も反映させることができるように

更に検討を加えたい。 
 

〔概要〕 
本研究科では、教育課程の編成にあたり、専門職大学院に課せられた基本的な使命を果

たすためにカリキュラム・ポリシーを掲げ、その具体化のために 5 つの科目群を構成して

いる。各科目は現代の教育課題を扱うなど、当該職業分野からの要請等を反映したものに

なっている。本研究科の教育の集大成として位置付けられる PJⅠ、PJⅡ、教育実践演習に

おいて、学生の多様なニーズに合わせた学修・研究を行っている。 

各科目において講義・演習の内容は適切であり、職業分野の期待に沿うように配慮され

ている。 
学則で履修科目の登録上限を規定し、それを学生ハンドブックに掲載、学生等に配布・

周知したり、入学ガイダンスでも履修単位数の目安を示すことで、単位への実質化への配

慮を行っている。 

学生の多くが社会人であることを踏まえ、時間割編成では平日と土日の両方の午前・午

後に科目を配し、8 週制の 4 学期制を採ることで、平日または土日のみで、また学生自身
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が忙しくない時期に学修できるような仕組みを設けている。本研究科の学生には遠方に在

住する者もおり、学生の履修のしやすさへの配慮として、開学時よりメディア授業の導入

を行っている。開講科目はインターネット回線を利用してメディアで授業を受講すること

ができる。 
授業科目は講義を含んだ演習科目が多く、事例を扱う科目や学生の現場での課題意識に

沿った討論を行う科目など、教育内容の特性に応じて多様な手法をとっている。 
シラバスは、学内外にて提示している。シラバスでは、到達目標や授業計画などの基本

項目の他、授業において実施することや履修上にあたっての準備なども掲載されている。 
学生の履修指導、学修相談等については、年度初めに行うガイダンスや、事務局の適宜

の相談を行っているほか、アドバイザー教員等が日常的な指導の中で、個別に学生の履修

相談や助言を行うとともに、教員間で情報共有を図っている。 

学則、シラバスにおいて、修了認定基準、成績評価基準が明記され、それらに従って成

績評価，単位認定，修了認定が実施されている。 

学生の状況は共有会議で学生情報を共有し、各教員の授業内容や方法については、シラ

バスや授業を記録した動画により情報共有している。 
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基準３．学修成果 
3-1 単位修得、修了状況、資格取得の状況等から判断して、意図している学修成果があ

がっているか。 
〔観点に係る状況〕 

本研究科では、通学制であり、社会人が 2 年で標準的には修了できるよう、4 学期制を

採用し、平日と土日の両方で開講をしている。2017 年度に日本教育大学院大学から転学者

の 1 期生、2018 年度の新規入学の 2 期生を送り出して以降、病気等の事情の生じたもの以

外は大半が 2年間で修了している（資料 3-1-①）。 

また、各科目の授業において、遠隔受講においてもグループワークを取り入れるなどの

工夫をした。その結果、単位修得状況は、各科目でシラバスに定めた評価基準に対して、

延べ人数計算で 89.0%が A 評価、94.0％が B 評価以上を得ている（資料 3-1-②）。このよ

うな学修状況からは意図している学修成果があがっていると言える。 

一方で、D 評価については、2023 年度は 5.7%であった。主な要因としては、仕事との両

立が難しい面が出ていると考えられる。 

なお、資格取得に関しては、本研究科では、小学校・中学校・高等学校教員に関する専

修免許状 24 課程が取得可能である（資料 3-1-③）。現職教員が専修免許状取得に必要な

科目を履修し、修了後、個人申請により専修免許状を取得している。 

 
〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。単位修得状は例年、8割から 9割以上が絶対評価での A評価となっ

ている。また、近年は、ごく少数ではあるが学修についていけない結果、D 評価を複数得

ている学生もいる。これらについては共有会議において情報を共有し、各授業担当者の指

導、アドバイザー教員等の指導の際に配慮するようにはしている。今後、これらの者や、

修了を延期せざるを得なかった者については、個別具体的な対応をより一層強化していく

必要がある。 

 
〔根拠となる資料〕 

資料 3-1-① 学生の修了までの推移 

資料 3-1-② （再掲）資料 2-7-③ 学生単位修得状況 

資料 3-1-③ 2023 年度学生ハンドブック PP.Ⅳ-5「4 履修上の注意点」（取得できる専

修免許状） 

 
3-2 授業評価等、学生からの意見聴取の結果から判断して、意図している学修成果があ

がっているか。 
〔観点に係る状況〕 
 本研究科では、全ての授業について授業アンケートを実施している。また、年度末には

在学生・修了性に対して学年末アンケートも実施している（資料 3-2-①,②）。 

そのうち、2023 年度の授業アンケート結果では、授業受講に対して明確な学習目標があ

る者（「明確な目的があった」、「ある程度目的があった」と回答）が 70.8％となってお

り、多くの学生が学習目標をもっている。さらに、学習目標があった学生に対して、目標

がどの程度達成されたかついて、「十分に達成された」、「ほぼ達成された」という回答

が 94.9％であった。このことから、目的を持って学修に臨んだ学生では手ごたえを感じて

いる者が多い。また、専門的知識・技術の獲得に役立つかについては「大変役立つもので

あった」「まあ役立つものであった」との回答が 100％であった。また、今後の教育実践

に役立つかについても「大変役立つものであった」「役立つものであった」との回答が

100%であった。本研究科の提供しているカリキュラムの満足度が高いことも示された。 
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〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。授業アンケートの結果から、明確な学習目標を持つ者が約 7 割お

り、それらの学生のほとんどが目標を達成できている。また、「専門的知識・技術の獲得

について役立つか」、「今後の教育実践に役立つか」についても、学生のすべてが肯定的

回答をしている。教育内容への学生の満足度は高く、本研究科が理論と実践の往還の点で

意識する専門知識の獲得、実践への寄与の目的は果たされている。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 3-2-① 2023年度授業アンケートまとめ 
資料 3-2-② 2023年度年度末アンケート結果 

  
3-3 修了後の進路の状況等の実績や成果から判断して、意図している学修成果があがっ

ているか。 
〔観点に係る状況〕 

2023年度に実施した「修了生アンケート」のうち、「学びのキャリアへの影響」の調査

結果をもとに意図した学修成果について分析する（資料 3-3-①）。 

 「入学前とは違う職場に転職した」（38.2％）、「入学前と同じ職場で昇進した」

（12.7％）、「入学前と同じ職場で昇進以外で部署異動があった」（10.9％）との回答が

あった一方で、「入学前と同じ職場で部署異動はない」（32.7％）との回答もあった。こ

れらの結果から、意図している学修成果があがったかどうかについては修了生の状況次第

ということがわかったものの、全体として意図している学修成果があがったかどうかの判

断にまでは至らない。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 
 基準を概ね満たしている。修了後のキャリア形成にどのように活かされているかについ

ては修了生の状況次第ということがわかったものの、全体として意図している学修成果が

あがったかどうかの判断にまでは至らなかったことから、調査の方法をさらに工夫する必

要がある。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 3-3-① 教育実践研究科修了生アンケート 第一次報告 

 

3-4 修了生や就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、意図している学修

成果があがっているか。 
〔観点に係る状況〕 

2023年度に実施した「修了生アンケート」のうち、「学びによる変化」の調査結果をも

とに意図した学修成果について分析する（資料 3-4-①）。 

「学んだことによる研究や学びへの見方の変化」に関して、「実践について論理的に考

えるようになった」について 85.5％が肯定的に捉え、「実践での計画性が増した」につい

て 74.6％が肯定的に捉えている。「学修成果の自身の仕事や仕事以外への変化」に関し

て、「物事の考え方」「仕事（職務）に関する行動の仕方」「自分自身に対する見方」に

変化がみられている。「学修成果が職務に生きた点」に関して、「視野の広がり」、「自

信を持っての対応」、「仕事の進め方」、「学生・生徒・児童対応」を挙げている。「修

了後の学び」に関して、「客員研究員」(63.6％)、「職務を通じた学び」（45.5％）、

「職場内外の継続研修を受講」（23.6％）など、何らかの形で継続して学んでいることが

わかる。「教育実践研究科の教育の満足度」に関して、89.1％が肯定的に捉えている。 
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〔分析結果とその根拠理由〕 
基準を満たしている。修了生へのアンケート結果から本研究科での学修成果は高いこと

が示されている。 

 
〔根拠となる資料〕 
資料 3-4-① （再掲）資料 3-3-① 教育実践研究科修了生アンケート 第一次報告 

 
【優れた点及び改善を要する点】 

〔優れた点〕  
本研究科は、遠隔でも安心して受講ができ、また主体的・対話的で深い学びがオンライ

ン授業でも可能になるように工夫されている。学修意欲の高い者が入学し、在学生の授業

アンケートや修了生のアンケートにおいて本研究科の教育全体について高評価を得られて

いることは、本研究科が提供した教育内容が適正であることが言える。 

 
〔改善を要する点〕 
 学生の成績からは概ね意図している学修成果が挙げられていると考えられるが、研究科

内で統一して学修成果を測っていくにはアセスメントポリシーやアセスメントプランの作

成の検討が必要と考えられる。 

また、修了生アンケートを実施して成果とともに課題を分析したが、こうした修了生や

関係者からの意見聴取は継続的、多面的に行う必要性がある。この点で、今後、一定間隔

で調査を行うべく検討を行っていきたい。 

 

〔概要〕 
単位修得者の多くは高いレベルの評価を獲得している。また、病気などのやむを得ない

事情のもの以外は大半が標準修業年限の 2年で修了している。 

授業アンケートから、明確な学習目標を持つ者が約 7 割おり、それらの学生のほとんど

が目標を達成できている。また、授業アンケートに関して、「専門的知識・技術の獲得に

ついて役立つか」、「今後の教育実践に役立つか」についても、学生のすべてが肯定的回

答をしている。教育内容への学生の満足度は高く、本研究科が理論と実践の往還の点で意

識する専門知識の獲得、実践への寄与の目的は果たされている。 
修了生へのアンケート結果から、学修成果は高いことが示されているが、修了後のキャ

リア形成にどのように活かされているかについては修了生の状況次第であるが、教育実践

研究科の教育の満足度は高く、修了後も客員研究員として研究を続ける者もおり、本研究

科での学修成果は高いことが示されている。 
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基準４．職員組織等 
4-1 教員組織及び職員組織の編成のための基本的方針を有しており、それに基づいた教員

及び職員の組織編成がなされているか。 

〔観点に係る状況〕 

本学の教員組織編成にあたっては、求める教員像を「星槎大学 教員選考規程」（資料

4-1-①）に定めている。基本的方針としては「本学の建学の精神及び教育理念に共鳴し、

豊かな人格識見が有り、本学の教育目標を達成するために必要な教育実績・研究業績・実

務経験を有する者」を本学の教員として採用し、それらの教員により教員組織を編成する

こと」としている。職員組織においても、建学の理念等への共鳴を同様に求めており、大

学職員として職務を行うにふさわしい者により編成することにしている。 

さらに、教員、職員組織の編成にあたっては、法令遵守に留意し、必要な教職員数を置

くこと、教員においては研究者教員と実務家教員のバランスに配慮し、職員においては必

要な専門職員（技術職員、図書館職員）を置くことも留意している。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。教員及び職員は、本学の基本的方針及び選考規程に基づいて選考

されている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-1-① 星槎大学 教員選考規程 

 

4-2 教育課程を遂行するために必要な教員が確保されているか。また、それらの教員のう

ちには、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上

の指導能力があると認められる専任教員が、「文部科学大臣が別に定める数」（平成 15年

度文部科学省告示第五十三号第一条。以下同じ。）以上おかれているか。 

【１】専攻分野について、教育上または、研究上の業績を有する者 

【２】専攻分野について、とくに優れた知識及び経験を有する者 

〔観点に係る状況〕 

 2024年 5月現在の専任教員数は 10名（うち実務家 7名）であり、大学院設置に必要とさ

れた７名（実務家必要数は 3名）を充足している（資料 4-2-①）。 

 また、この 10名の領域は以下の通りである 

【１】専攻分野における教育・研究業績を持つ者（3 名（うち女性 2名）、教授 3 名） 

【２】専攻分野における優れた知識・経験を有する者（7名、教授 6名、講師 1名） 

 ただし、【１】の研究者教員においても実務経験持つ者が多く、また【２】の実務家教

員においては 3名が大学・大学院において 15年以上の教育歴・実務歴を持っている。この

ほか、兼担教員 3名、兼任教員 7名が授業を担当している。 

 本研究科は「教育学・保育学系」の専門職大学院であるが、近年、看護医療系の学生も

増えており、この変化に対応し、医療系の専任教員を採用することも考えられる。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。必要な教員数（7 名）を超えた 10 名の教員を配置し、また、うち

6 名が実務家教員で法令上定める必要な割合を満たしている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-2-① 専任教員に関する情報 

 

4-3 教員の過去 5 年間における教育上の業績等、各教員がその担当する専門分野につい
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て、教育上の経歴や経験、教育上の指導能力を有することを示す資料が、自己点検・評価

の結果の公表その他の方法で開示されているか。 

〔観点に係る状況〕 

本研究科の教員の教育上及び研究上の業績等については、星槎大学全体のホームページ

の「教員紹介プロフィール」に概略を記述し、詳細な業績等は Researchmap にリンクさせ

ている（資料 4-3-①）。 

 

〔分析結果とその根拠〕 

 基準を概ね満たしている。情報公開の一環として教員の教育研究業績を Researchmap 等

で提示しているが、より系統だった指導力の点検・評価も今後必要である。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-3-① 星槎大学大学院ホームページ（教員紹介プロフィール）URL： 

https://gred.seisa.ac.jp/kyouikujissen/kyouin/ 

 

4-4 専任教員のうち、専攻分野におけるおおむね 5年以上の実務の経験を有し、かつ、高

度の実務の能力を有する者（以下、実務家教員とよぶ。）が、「文部科学大臣が別に定め

る数」おおむね 3割以上に相当する人数がおかれているか。 

〔観点に係る状況〕 

2024年 5月現在、上記の条件を満たす教員は、基準4−2でも示したように 10名中 7名で

あり、基準である 3割以上を満たしている。この 7名は、すべて 15年以上の実務経験を持

ち、学校現場での管理職経験者や、教育行政職（市教委者）として指導的な立場で関わっ

ていた者が多数在職している（資料 4-4-①）。これらの教員は大学での教育研究歴もあり、

割合上では実務家が多いが、教育研究上はバランスよい配置となっている。 

 

〔分析結果とその根拠〕 

基準を満たしている。10 名中 7 名が豊富な実務経験を持ち、「文部科学大臣が別に定め

る数」の 3割以上を十分に満たしている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-4-① （再掲）資料 4-2-① 専任教員に関する情報 

 

4-5 実務家教員が、それぞれの実務経験とその関連が認められる授業科目を担当してい

るか。教育上主要と認められる授業科目については、原則として、専任の教授または准教

授が配置されているか。 

〔観点に係る状況〕 

本研究科では開設科目は基盤・基幹科目の一部、専門科目の約半数を実務家教員が担当

し、教育実践研究科目はすべて実務家教員と研究者教員の両者で担当している。実務家教

員のうち 6 名は基盤、基幹、専門の科目群を担当しており、各教員とも、教員経験や臨床

経験と関わる科目を担当し、実務現場で得た知識や経験、実績と現在の最新の知見と融合

させて指導を行っている（資料 4-5-①）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を概ね満たしている。実務家教員は、教員経験や臨床経験と関わる科目を担当し、

実務現場で得た知識や経験、実績と現在の最新の知見と融合させて指導を行っている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-5-① （再掲）資料 4-2-① 専任教員に関する情報 
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4-6 大学院の目的に応じて教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられ

ているか。 

〔観点に係る状況〕 

本研究科の実践に基づく指導を重視する特性から、一定の経験がある教員を中心に組織

されており、教員構成は全員が 40代以上と中堅・ベテランのみになっている。 

教員組織の活動をより活発化するための主な措置としては、研修や会議等で教員間の交

流の推進に努めている。特に本研究科では、経験が豊富な実務家教員が複数いること、中

堅の研究者教員も複数いることから、教育研究上の知見の交流ができるよう、積極的に研

究科単位での学内共同研究に取り組んでいる（資料 4-6-①）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。研究科内で教員間の交流や教員の活動を活性化する仕組みがある。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-6-① 共同研究「教育実践研究のあり方とその指導に関する共同研究」報告書 

 

4-7 教員の採用基準や昇格基準等が明確かつ適切に定められ、運用されているか。とく

に、教育上の指導能力の評価が行われているか。 

〔観点に係る状況〕 

教員の採用・昇任については、「星槎大学 教員選考規程」（資料 4−7−①）に基づき、

学長が教員資格審査委員会を開き行い、適格と判定された者について、学長は教授会の意

見を聴取した後、大学運営会議に報告し理事長が採用、昇任の決定を行っている。 

選考規程においては、上記の資格審査委員会のほか、大学設置審議会の審査に基づいた

規程を設けており、本研究科教員の多くは、この規定に基づき採用、職位が決定されてい

る。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。本研究科の各教員は、教員資格審査委員会による決定、または大

学設置審議会での決定により採用、職位決定、昇進を行っている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-7-① （再掲）資料 4-1-① 星槎大学 教員選考規程 

 

4-8 教員の教育研究活動に関する評価が定期的に行われ、それによっては把握された事

項に対して適切な取り組みがなされているか。 

〔観点に係る状況〕 

教員の任期については、3 年を原則とし、65 歳以降は 1 年毎の更新となる。教員の教育

研究活動の評価では、年 3 回の学長や研究科長との面談において、教育研究活動に関する

教員からの意見聴取やフィードバックを行っている（資料 4−8−①）。この面談を参考に査

定を行っている。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。教員の教育研究活動の評価では、年 3 回の学長や研究科長との面

談において、教育研究活動に関する教員からの意見聴取やフィードバックを行うとともに、

把握された事項に対して適切に取り組んでいる。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-8-① 面談開催の記録資料 



20 

 

4-9 教育課程を遂行するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置

されているか。教育支援者の活動について、定期的に自己点検・評価が行われ、その結果

に適切に対応されているか。 

〔観点に係る状況〕 

大学院職員は 2 研究科をまたいで業務を遂行しており、構成は事務部長 1 名を含む 7 名

（1 名は司書有資格者）である。遠隔地での Zoom による授業受講、パソコンの設定のサポ

ートについては、技術職員が 1 名おり、他の職員もサポートの技術を身につけている。教

育課程の遂行に際しては、職員の配置の他、学生ハンドブックにおいて、教育研究活動で

必要な機械操作等の方法等を説明・案内している（資料 4-9-①）。 

教育支援者の活動の点検・評価の点では、大学全体、大学院事務局として定期的な事務

局会議及び OJT の中で、定期的なブラッシュアップを図っている。さらに、教職協働での

授業運営に向けた Zoom研修なども行っている。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を概ね満たしている。すべての職員が教育課程遂行に関わる必要なスキルを持って

おり、併せてスキル向上を定期的に図っている。教育支援者の活動は OJT の一環で確認を

し、定期的なブラッシュアップを図っている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 4-9-① 2023 年度学生ハンドブック PP.Ⅱ-8−19「2 スクーリング・授業の受講

（Zoom）について」 

 

【優れた点及び改善を要する点】 

〔優れた点〕 

本研究科は、専門職大学院としての設置基準上の必要教員数を満たすだけでなく、専任

教員 10名のうちの 7名が実務家教員である。各実務家教員には豊富な教育研究歴があり、

また研究者教員にも大学外の教員歴・実務歴のある者もおり、バランスの取れた教員配置

となっている。授業科目においても、実務家教員や研究者教員の経験や専門分野を反映し

た科目構成となっており、両者の教員がバランスを取ることにより、学生の学修指導の面

や研究指導の面といった両者の立場からの指導が受けられるような教員組織構成をしてい

る。 

 

〔改善を要する点〕 

今後の当該研究科の教育活動の中で、障がい者、外国籍の学生が複数入学してくる可能

性もある。障がい者、多様な国籍の学生が入学した際に、教職員の中でこれらに対応可能

な体制整備を整えていくことが今後の課題と考えられる。 

 

〔概要〕 

教員採用にあたっては、選考規程に基づき採用しており、教員組織の方針においてもそ

れを踏襲している。さらに、法令遵守の点から、必要な分野、必要な数の教職員を配置し

ている。そして、これらの教職員で分担して、研究科運営にあたっている。 

 教員数の観点では、本研究科が教育学・保育学系の専門職大学院として必要な最低数が

7名（実務家教員は 3名）であるに対して、10名（うち実務家教員 7名）を配置している。

この点で、文部科学大臣の定める数の基準を満たしている。実務家教員の多くは学校での

教育経験を持ち、他の者は教育に関わる臨床経験を持っている。 

教員の活動は大学のホームページとそのリンク先の Researchmap での公表を行っている

ほか、主要な活躍はホームページにて紹介している。 

実務家教員は豊富な教育・研究歴を合わせ持ち、また研究者教員にも実務経験を持つ者
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が多い。教員は実務経験や研究歴に応じた科目を担当し、その経験や知見を活かして指導

にあたっている。 

 これらの教員の活動を活性化する仕組みとして、共同研究を推進するとともに研修や会

議等で教員間の交流が活発に行われている。 

 教員の採用、昇格に関しては、選考規程を定め透明性の確保に努めている。 

教員の教育研究活動の評価では、年 3 回の学長や研究科長との面談において、教育研究

活動に関する教員からの意見聴取やフィードバックを行うとともに、把握された事項に対

して適切に取り組んでいる。 

事務職員については、現在、事務部長を含む事務職員 7 名で担当しており、技術職員以

外でも教育課程遂行に関わる技術的なトラブルに対応でき能力を持っている。 
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基準５．学修環境 
基本的な観点 

5-1 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、有効に活用されてい

るか。 

〔観点に係る状況〕 

 教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備として、収容定員 2 学年 30 名に対し

て、講義演習室 3 室（机・椅子は移動可能）、自習室がある。また、執務用机・椅子と書

棚、応接用机・椅子一式を備えた研究科長室・教員研究室（個室）が設置されている。そ

の他、ラーニング・コモンズの機能を有するラウンジスペースがあり、個別に仕切られた

学修机 32席を配置するとともに、複数で利用できるテーブル・椅子も配置している（資料

5-1-①,②,③）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。本研究科の教育研究組織及び教育課程に対応して、講義演習室、

研究科長室・教員研究室を配置するとともに、学生が自主的学修に取り組むための自習室

やラウンジスペースを配置している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 5-1-① 横浜キャンパス見取り面（５階のみ） 

資料 5-1-② 講義・演習室の設備が確認できる写真資料  

資料 5-1-③ 学生向け・教員向け施設・設備 
 

5-2 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備され、

有効に活用されているか。 

〔観点に係る状況〕 

 横浜キャンパス内には、星槎大学図書館情報センター「横浜キャンパス図書館」（横浜

分館）（占有延床面積 104.06 ㎡、収蔵能力 13,000 冊数）があり、星槎大学図書館情報セ

ンター管理規程に基づき、運営されている（資料 5-2-①）。図書館内には、座席（電源・

照明完備の個別に仕切られた机）24 席、蔵書検索・情報検索用端末（1 台）、複写機（有

料）（1台）を設置している。 

図書、学術雑誌（電子ジャーナルを含む）、視聴覚資料等の教育研究上必要な資料の整

備状況について、2023 年 10 月時点では、和書 12,368 冊、洋書 667 冊、計 13,035 冊であ

り、図書館利用状況等は 8 人である（資料 5-2-②,③）。本大学院では、2020 年度の博士

後期課程の開設に伴い、学術雑誌、特に洋雑誌については電子ジャーナルに切り替えを図

っており、学生は遠隔地からでもこれらの電子ジャーナルにアクセスが可能となっている。

また、通信制課程（教育学研究科修士課程、博士後期課程）を併設しているため、2021 年

度より本研究科学生に対する図書の郵送貸出も行っている。 

図書及び和雑誌を中心とした学術雑誌については開架方式で配架され、学生・教職員が

自由に閲覧できるようになっている。図書館資料の検索については、図書館に設置してい

る蔵書検索・情報検索用端末、自宅等からは図書館ホームページにおいて検索可能である。

これらの内容を含めた図書館の利用方法については学生ハンドブック及び図書館ホームペ

ージで説明している（資料 5-2-④,⑤）。 

なお、図書、学術雑誌、視聴覚資料の選定については、本研究科の特色から、教育分野

を中心に予算の範囲内で教員と図書館とで協議し、選定している。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。図書館の設備、資料については、教育研究組織及び教育課程に相

応しい、施設及び教育研究上必要な図書館資料を整備している。ICT 環境の整備について
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は、横浜キャンパスでは、全館無線 LAN を完備し、学生がいつでも大学ネットワークを利

用できる環境にある。併せて、ICT利用について学生への支援も積極的に行っている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 5-2-① 星槎大学図書館情報センター規程 

資料 5-2-② 図書館の所蔵数 

資料 5-2-③ 図書館の利用状況（年度別利用者） 

資料 5-2-④ 2023年度学生ハンドブックp.Ⅰ-4「2 図書館利用（横浜キャンパス）に関す

るご案内」 

資料 5-2-⑤ 星槎大学図書館ホームページ URL： https://library.seisa.ac.jp/ 

 

5-3 自主的学修環境が十分整備され、効果的に利用されているか。 

〔観点に係る状況〕 

自習室を設置するとともに、ラーニング・コモンズの機能を有するラウンジスペースが

あり、個別に仕切られた学修机 32席を配置するとともに、複数で利用できるテーブル・椅

子も配置している。学生の自主的学修のほか、学生のくつろぎ・交流の場として、協同学

習の場として活用されている（資料 5-3-①）。学修に必要な備品等を使用する場合は、事

務局に届け出れば、いつでも貸出ができる。 

日本各地に学生が居住していることから、インターネット上の情報資源を有効活用でき

るように、授業を通して、あるいは、図書館ホームページを介して論文の書き方、研究倫

理に関する自主的学修支援のための動画教材の配信等を行っている。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。自習室、ラウンジスペースなどの学修スペースの提供、学修に必

要な備品等の貸出を行うなど、自主的学修環境を十分整備されている。図書館ホームペー

ジを介して自主的学修支援のための動画教材の配信等を行っている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 5-3-① （再掲）5-1-① 横浜キャンパス見取り面（５階のみ） 

 

5-4 学生が在学期間中に課程の履修に専念できるように、学生の経済的支援及び修学や

学生生活に関する相談・助言など、支援体制が整備されているか。 

 

〔観点に係る状況〕 

 本大学院では、成績や条件に応じた入学金の免除制度、学費（授業料）の減免制度があ

る。また、学費（授業料）については、すべての在学生に対し、支払い希望に応じた方法

で学費の納入を行うことができる仕組みを準備している（資料 5-4-①,②,③,④）。学生

は予め支払いのペースを自身で設定できるため、一時的な費用負担が少なくなっている。 

併せて、要件を満たせば日本学生支援機構が行う奨学金や、2018 年からは厚生労働大臣

認定の教育訓練給付金も受給可能である。日本学生支援機構の奨学金利用者はいないが、

教育訓練給付金受給者は、2023年度は 35名が受給している（資料 5-4-⑤）。 

なお、修学や学生生活に関する相談・助言に関して、各学生にアドバイザー教員等を配

し、また、各教員がオフィスアワーも設定して対応している。併せて、事務局の専任職員

もメールや Zoomなどの手段で相談を受けつけている。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。入学金免除、授業料の減免や分割納入の制度を設け、また、日本

学生支援機構の奨学金の事務取扱も行っている。必要に応じて学生への情報提供や相談に
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応じている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 5−4−① 星槎大学大学院学費等減免規程 

資料 5−4−② 入学金免除申請書 

資料 5−4−③ 授業料の分納をご希望の皆様（案内資料） 

資料 5−4−④ 授業料分納申請書 

資料 5−4−⑤ 専門実践教育訓練給付金（受給者数） 

 

5−5 学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に進路を

選択できるように、必要な情報の収集・管理・提供、ガイダンス、指導、助言が適切に行

われているか。 

〔観点に係る状況〕 

 年度初めにおいて、各種ガイダンスで事務局やアドバイザー教員等による履修相談を実

施している（資料 5-5-①）。さらに、教員のオフィスアワー（資料 5-5-②）を設けるとと

もに、アドバイザー教員等による指導・助言を定期的に行うことで、学生のキャリア形成

を図っている。指導・助言にあたってはアドバイザー教員等と事務局とが連携して対応し

ている。その際、遠隔地の学生でも必要な指導・助言が受けられるようにあらゆる機会で

ICTを積極に活用している（資料 5-5-③）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。年度初めにおける履修相談をはじめ、教員のオフィスアワーの設

置、事務局と連携してアドバイザー教員等による指導・助言を ICT も利用して多様な手段

で行うなど、キャリア形成のための適切な指導・助言を行っている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 5−5−① （再掲）資料 2-7-① ガイダンス時の履修案内に関する資料 

資料 5−5−② オフィスアワー（2023年度） 

資料 5−5−③ 学生問い合わせ／相談窓口（学生支援（サポート）体制・方法） 

 

5-6 特別な支援が必要と考えられる者への学修支援、生活支援等が適切に行われているか。 

〔観点に係る状況〕 

 本研究科は、在籍している学生の多数が社会人であるため、土日・祝日問わず事務局で

は学生からの電話・メールなどの問い合わせ対応に応じることができる体制を整えている。

また、予め日程などを決め、Zoomなどを利用した個別相談、PCなどの操作・設定方法など

の技術的なサポートも行っている（資料 5−6−①）。これらにより、働きながら学ぶ、多様

な世代の社会人を支援している。 

 さらに、横浜キャンパス内は段差をなくすことにより車椅子でも移動もできるよう配慮

した設計となっている。 

学生のメンタルサポートについては、各学生に配しているアドバイザー教員等のほか、

事務局職員が学生相談員を兼ねて対応するとともに、学校心理士の資格を有する教員 1 名

を配置し、学習面・生活面で専門的な相談にも対応できる支援体制をとっている。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

基準を満たしている。在籍する社会人学生からの問い合わせに対応できるように、土

日・祝日問わず応対が可能になるよう事務体制を整えるとともに、Zoom などを活用した個

別的な相談（学生相談、PC 等のスキルサポート）にも対応している。横浜キャンパス内は

段差をなくすことにより車椅子でも移動もできるように配慮した設計にしている。学生の
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メンタルサポートについては、事務局とアドバイザー教員等、学校心理士資格所有の教員

とが密に情報を共有できる体制を整え、対応可能にしている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 5−6−① （再掲）資料 5−5−③ 学生問い合わせ／相談窓口（学生支援（サポート）体

制・方法） 

 

【優れた点及び改善を要する点】 

〔優れた点〕 

本研究科は通学制ではあるものの日本各地に学生が居住していることから、通学制とい

う点において適切に施設・設備、学生への支援体制を整えるとともに、遠隔地の学生でも

授業や必要な指導が受けられるようにあらゆる機会で ICT を積極に活用している。また、

キャリア形成及び特別な支援が必要と考えられる者への学修面、生活面において、アドバ

イザー教員等と事務局職員、学校心理士資格所有の教員とが連携を取りながら、あらゆる

機会を通してきめ細かな指導・支援が行われている。 

 

〔改善を要する点〕 

図書館では、和・洋雑誌を中心に電子化を進めているが、日本各地に学生が居住してい

ることから、インターネット上の情報資源を有効活用できるように、授業を通して、ある

いは、図書館ホームページを介して論文の書き方、研究倫理に関する自主的学修支援のた

めの動画教材の配信等を行っている。今後も継続的に動画教材の充実を図ることが改善を

要する点として挙げられる。 

 

〔概要〕 

本研究科では、教育研究組織及び教育課程に対応して、研究科長室・教員研究室（10

室）、講義演習室（3 室）を配置するとともに、学生が課題等を自主的に取り組むための

自習室やラウンジスペース、図書館を配置している。横浜キャンパスは全館無線 LAN

（Local Area Network）が完備されており、学生はいつでも利用できる。 

 図書館設備、図書館資料については、教育研究組織及び教育課程に相応しい、施設及び

教育研究上必要な資料を整備している。資料の選書については、本研究科の特色を踏まえ

て、教育分野の図書、学術雑誌等を選書するように努めている。図書館ホームページを介

して自主的学修支援のための動画教材の配信等を行っている。 

学生に対する経済的支援については、入学金免除、授業料の減額や分割納入の制度を設

けており、日本学生支援機構の奨学金制度の案内も行っている。これ以外にも、社会人の

学びを支援する観点で教育訓練給付金の対象機関として認定を受けている。特に、教育訓

練給付金は多くの学生が受給している。 

学生に対するキャリア支援については、年度初めにおける履修相談をはじめ、教員のオ

フィスアワーの設置、事務局と連携したアドバイザー教員等による指導・助言を多様な手

段で行うなどにより、適切な指導・助言を行っている。その際、遠隔地の学生でも必要な

指導・助言が受けられるようにあらゆる機会で ICTを積極に活用している。 

特別な支援が必要と考えられる者への学修・生活支援については、身体面では横浜キャ

ンパス内は段差がないように設計され、心身面では事務局とアドバイザー教員等、学校心

理士の資格を有する教員とが密に情報を共有できる体制を整えて対応できるようにしてい

る。 
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基準６．教育の内部質保証システム 
6-1 学生受入の状況、教育の状況及び成果や効果について、根拠となる資料・データ等に

基づいて、自己点検・評価が組織的に行われているか。 
〔観点に係る状況〕 

 2017 年度の本研究科開設時より、研究科独自の自己点検・評価委員会を組織し、月 1 回

会議を開催して研究科の自己点検・評価を計画的に実施している。結果は必要に応じて教

授会へフィードバックしている（資料 6-1-①,②,③,④）。2018 年度からは、毎年自己点

検評価を実施して自己点検・評価報告書を作成し、HPで公表している （資料 6-1-⑤）。 

また、2021 年度には、一般社団法人 専門職高等教育質保証機構による認証評価も行わ

れ、専門職高等教育質保証機構が定める評価基準を満たしている（資料 6-1-⑥）。 

さらに各学期末の教授会終了後、共有会議を実施、学生の進路希望状況、経済状況、単

位取得状況、プロジェクト研究の進捗状況について、各授業、個別の学生ごとに状況の確

認、情報の共有を行っている（資料 6-1-⑦）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。自己点検・評価委員会が定例で開催されるとともに、全専任教員

で自己点検・評価にあたっている。また、共有会議でも学生の状況や学修の成果・効果を

定期的に検証している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 6-1-① 専門職大学院自己点検・評価委員会規程 

資料 6-1-② 2023年度自己点検・評価委員会議事録 

資料 6-1-③ 教育実践研究科自己点検委員会・2023 年度運営実績報告 

資料 6-1-④ 2023年度自己点検 FBまとめ 

資料 6-1-⑤ 星槎大学大学院ホームページ（情報公開）URL: 

https://gred.seisa.ac.jp/about/report/ 

資料 6-1-⑥ 教育実践大学院（専門職大学院）認証評価報告書 URL: 

      https://gred.seisa.ac.jp/about/report/ 

資料 6-1-⑦（再掲）資料 2-7-② 学生情報共有のための会議（資料） 
 

6-2 学生からの意見聴取が行われ、教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映

されているか。 

〔観点に係る状況〕 

 学生からの意見聴取については、各学期の授業アンケートのほか、年度末アンケート

（本研究科での学び、学生生活、事務局や施設設備等への満足度の調査）を行っている

（資料 6-2-①,②）。授業アンケートの結果は授業担当者にフィードバックされ、授業改

善に活かされている。年度末アンケートの結果は、自己点検評価委員と事務局で分析し、

学内の学習環境や教育設備等の検証・改善に活用されている。 

本研究科では授業アンケートの個別結果は人数の少なさもあり HP等での公開予定はない

が、近年は、総括的なデータを本研究科専任教職員に限って共有している。今後も、総括

的データを定期的に分析し、限定された範囲であっても定期的に共有し、維持することが

必要と考えられる。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を概ね満たしている。授業アンケートの結果について、次年度の授業改善計画への

反映が授業担当者の責務としてなっている。なお、全体での授業アンケートや学生満足度

調査の自由記述の細かい分析と共有、教育改善への反映は、より一層求められることであ
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り、学生から意見聴取は多様な方法で行うことも検討している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 6-2-① （再掲）資料 3-2-① 2023年度授業アンケートまとめ 

資料 6-2-② （再掲）資料 3-2-② 年度末アンケート結果 

 

6-3 学外関係者の意見や専門職域に係わる社会のニーズが、教育の状況に関する自己点

検・評価に適切な形で反映されているか。 

〔観点に係る状況〕 

 本研究科では、2018 年 4 月より、本研究科の専門領域に沿った教育課程連携協議会を設

置している。教育課程連携協議会では、教育の質の向上のため、教育委員会関係者や専門

学校関係者などの関連する学外者からの意見聴取を行い、教育課程の編成や研究科の円滑

かつ効果的な運営の参考としている（資料 6-3-①,②）。 

教育課程連携協議会は研究科長、自己点検・評価委員長、教務委員長、FD 委員長、事務

局が構成員となっており、他の委員会構成員が参画することもある。これらでの情報収集

は教育活動に活かされるほか、自己点検・評価へも適宜情報提供されている。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。本研究科では教育課程連携協議会を設け、教育活動の改善を図っ

ているが、ここには自己点検・評価委員会を始め、各委員会の委員長、事務局が出席し、

代表して意見を聴取、各委員会に反映させている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 6-3-① 教育課程連携協議会に関する規程 

資料 6-3-② 教育課程連携協議会の開催を示す資料 

 

6-4 自己点検・評価の結果がフィードバックされ、教育の質の改善・向上のための取組が

組織的に行われ、教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じられているか。 

〔観点に係る状況〕 

 本研究科では、2017 年度より自己点検・評価の活動を行い、2018 年 10 月には最初の

「自己点検・評価書」の学内外へ公表し、以後、毎年自己点検・評価を実施、結果を公表

している（資料 6-4-①）。自己点検・評価は各年度の前半から中盤までに行われており、

年度の後半では、自己点検・評価委員会がその結果を精査し、次年度以降の課題を抽出し

ている。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を概ね満たしている。自己点検・評価が継続的に実施され、その結果のフィードバ

ックを自己点検・評価で実施している。ただし、年度により、教授会での全体へのフィー

ドバックの程度に差があることから、より充実したフィードバックを図っていく。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 6-4-① （再掲）資料 6-1-⑤ 星槎大学大学院ホームページ（情報公開）URL: 

https://gred.seisa.ac.jp/about/report/ 

 

6-5 個々の教員は、自己点検・評価の結果に基づいて、それぞれの教育研究の質の向上を

図るとともに、授業内容、教材、教授技術等の継続的改善を行っているか。 

〔観点に係る状況〕 

 本研究科では、毎年度、自己点検・評価及び授業アンケートを実施しており、その結果
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を受けて、教員は授業内容、教材、教授技術等の継続的改善に努めている（資料 6-5-①,

②）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。教員は自己点検・評価書で出てきた課題や授業アンケートで発見

された課題をもとに授業内容、教材、教授技術等を改善・実施している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 6-5-①（再掲）資料 6-1-④ 2023年度自己点検 FBまとめ 

資料 6-5-②（再掲）資料 3-2-① 2023年度授業アンケートまとめ 

 

6-6 ファカルティ・ディベロップメント(FD)やスタッフ・ディベロップメント(SD)につい

て、学生や教職員のニーズが反映され、組織として適切な方法で実施されているか。とく

に、実務家教員の教育上の指導能力の向上及び研究者教員の実務上の知見の充実に努めて

いるか。 

〔観点に係る状況〕 

本研究科独自の FD研修会は、原則として、教授会開催時に合わせて実施している。FD研

修には、組織の在り方を問うような SD研修の内容も含まれている（資料 6-6-①）。 

 その他、星槎大学全体においても研修会が開催されており、2023 年度の主な内容は「研

究倫理・ハラスメント行為に関する研修」（7 月）、「ChatGPT の教育利用」（10 月）、

「学生支援のためのスクーリングサポートブック（教職員用）に関する研修」（11 月）、

「星槎大学のセキュリティポリシー・セキュリティ対策の教職員への定期的な確認・IR 室 

2023 ファクトブックの報告」（1月）である（資料 6-6-②）。 

 SD に関しては、事務職員は学外の研修や説明会などに積極的に参加をし、常に最新の情

報を把握するように務めている（資料 6−6−③）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。本研究科の FD・SD 活動は、研究科ごとならびに全学の FD 委員会

等が企画を行う研修を中心になされ、学生や教職員のニーズが反映されている。これらの

研修では、実務家教員と研究者教員がそれぞれの立場で率直に意見を出し合って、さらに

良いものを作り出すという方向性を共有できている。また事務職員は、学外の研修や説明

会に参加し、大学院の管理運営及び事務処理上必要な知識・情報について収集に務めてい

る。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 6-6-① 2023年度 FD研修記録 

資料 6-6-② 2023年度全学 FD委員会議事録 

資料 6-6-③ 事務職員の研修参加状況  

 

6-7 ファカルティ・ディベロップメントやスタッフ・ディベロップメントが、教育の質

の向上や授業の改善に結びついているか。 

〔観点に係る状況〕 

 教育の質の向上や授業の改善に向けて、全学で実施している FD研修を活かすとともに、

本研究科では専任教員が少人数である（10 名）ことから、教授会後に、綿密な対話を踏ま

えた取り組みを行うことができる。必修科目のプロジェクト研究の学生指導では、主に発

表会を通じて、学生の進捗状況についての情報共有を定常的に行い、個々の学生の実態に

即した指導を実現している（資料 6-7-①,②,③）。 
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〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。FD研修・SD研修の成果を教育の質の向上や授業の改善に結びつけ

ている。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 6-7-①（再掲）資料 6-6-① 2023年度 FD研修記録 

資料 6-7-②（再掲）資料 6-6-② 2023年度全学 FD委員会議事録 

資料 6-7-③ プロジェクト研究振り返りシート（見本） 

 

【優れた点と改善を要する点】 

〔優れた点〕 

学生による授業アンケートが適切に行われ、教員へのフィードバックを通じて授業改善

が行われるとともに、カリキュラムの運営、改善に役立てられている。また、FD 研修，SD

研修や会議等を通じて学生のニーズをとらえ、実務家教員と研究者教員が方向性を共有し

て教育の質的向上が図られている。 

 

〔改善を要する点〕 

授業アンケート結果のフィードバックによる授業の改善が個々の教員に委ねられている

面がある。FD 委員会による授業アンケート結果等の分析を実施し、全教員による共有によ

り、各授業に共通する成果や課題を共有して一層の質的向上を目指したい。 

 

〔概要〕 

自己点検・評価委員会を組織し、月 1 回の会議を開催して研究科の自己点検・評価につ

いて計画に取り組んでいる。その上で、委員会での研究科の自己点検評価のあり方の検討

とスケジュール立案を踏まえ、全専任教員で自己点検・評価を毎年、実施している。 

学生からの意見聴取の機会としては、各学期末には「授業アンケート」、年度末には

「年度末学生アンケート」を実施し、アンケートの結果はそれぞれ集計したのち、各授業

担当者にフィードバックされ、教員自身もその結果を受けた振り返りを行うこととしてい

る。これらにより、今後の授業改善に反映できる仕組みができている。 

学外関係者などの意見を集め、また教育に関する専門職への社会のニーズを本研究科の

自己点検・評価に適切な形で反映させるための場としては、2018 年度より教育課程連携協

議会を設置し、教育の質の向上を図るべく教育課程の編成や大学院研究科の円滑かつ効果

的な実施のための意見聴取を行っている。 

自己点検・評価に関しては、自己点検・評価委員会と事務局がリーダーシップをとり、

学生の受け入れ状況や教育の状況、成果・効果といった項目に関する資料・データを収集

し、点検・評価を行っている。また、点検・評価の結果は自己点検・評価委員会で精査し、

必要に応じて教授会でのフィードバックを行っている。 

教員は自己点検・評価書で出てきた課題や授業アンケートで発見された課題をもとに授

業内容、教材、教授技術等を改善・実施している。 

本研究科の FD・SD 活動は、研究科ごとならびに全学の FD 委員会等が企画を行う研修を

中心になされ、学生や教職員のニーズを踏まえ、全教員の教育上の指導能力の向上や授業

の改善に活かされている。 
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基準７．財政基盤及び管理運営  
7-1 大学院の目的に沿った教育研究活動を適切に遂行できる財政的基礎を有し、経常的収

入が継続的に確保されているか。  

〔観点に係る状況〕  

本研究科は独立大学院ではないため、設置学校法人及び大学側からの継続的な支援を前

提にしているが、入学者数は 2017 年の開設以降、2 年目からは定員充足率は 100％を超え

ている状況で、学生納付金収入も安定している（資料 7-1-①）。また、大学院のある横浜

キャンパスでは、財務状況を安定させるために、不要な支出を抑えるなどの経常的な費用

削減意識をもつことはもとより、本研究科の教育実践に関する教員の専門的リソースを発

揮して免許法認定通信教育や教育セミナーの展開などを図っている（資料 7-1-②,③）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

基準を満たしている。設置学校法人及び大学側の継続的な支援を前提にはしているが、

2017 年 4 月の開設時から当該研究科への入学希望者は増加傾向であり、定員を十分に満た

したうえで、現在は安定傾向である。そのため、学生納付金収入についても安定している。

さらに、教育学研究科（修士課程・博士後期課程（通信制））と協同して大学院単体での

財務状況の改善に意識を置くとともに、経常経費を自ら賄える運営を目指している。 

 

〔根拠となる資料〕  

資料 7−1−① （再掲）資料 1-4-①星槎大学大学院教育実践研究科入学者数推移 

資料 7−1-② 免許法認定通信教育に関する概要 URL: 

       https://gred.seisa.ac.jp/public/nintei/ 

資料 7−1−③ 教育セミナーに関する概要 URL: 

https://gred.seisa.ac.jp/public/seminar 

 

7-2 大学院の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、収支に係る計画等が適切

に策定・履行されているか。  

〔観点に係る状況〕  

予算、決算、管理等の内容については、本研究科の設置母体である学校法人国際学園に

おいて、予め評議員会で意見を求め、それを踏まえ理事会で審議・決定を行っている。毎

年、5 月に行われる理事会において、大学院を含めた大学の前年度の事業報告及び会計報

告に関して審議がされている。また、監事における監査報告において適正に運営・履行し

ている旨の意見を受けている。また、その結果の各年度分は主たる事務所内に備え置き、

直近のものについては、大学ホームページに掲載をしている（資料 7−2−①）。  

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

基準を満たしている。予算、決算、管理等の内容は評議員会で意見を求め、それを踏ま

え理事会で審議・決定を行っている。また設置法人の事業報告及び会計報告（財産目録、

貸借対照表、収支計算書等）は、毎年度分を主たる事務所に備え置き、直近のものについ

ては、大学ホームページに掲載している。  

 

〔根拠となる資料〕   

資料 7-2-① 財務情報 URL:  

https://seisa.ac.jp/about/report/  

 

7-3 財務諸表等が適切に作成され、また、財務に係る監査などが適切に実施されているか。  

〔観点に係る状況〕 
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独立監査人による私立学校振興助成法第 14条第 3項に基づく会計監査が行われており、

監査報告書により適正意見を受けている。また、監事は 2人置き、私立学校法第 52条に基

づく監事監査を定期的に実施しており、決算における監事監査報告書の作成及び、理事長

への定期報告を行っている。会計監査同様に監事報告においても適正意見を受けている。

なお、本学大学ホームページにおいて、直近の財務情報及び、独立監査人による監査報告、

監事報告の結果を掲載している（資料 7−3−①,②）。  

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

基準を満たしている。設置法人では、毎年度財務情報（財産目録、貸借対照表、収支計

算書等）に基づいた会計監査及び業務監査を受けている。適法かつ適正な運営をしている

旨、監査人による結果を受けている。  

 

〔根拠となる資料〕  

資料 7-3-① （再掲）資料 7-2-① 財務情報 URL: 

https://seisa.ac.jp/about/report/  

資料 7-3-② 監査報告 URL: 

https://seisa.ac.jp/about/report/  

 

7-4 管理運営のための組織及び事務組織が、大学院の目的達成に向けて支援するという任

務を果たす上で、適切な規模と機能を持っているか。また、危機管理等に係る体制が整備

されているか。  

〔観点に係る状況〕  

大学組織図（資料 7-4-①）のとおり、大学・大学院としての管理運営のための組織を置

き、事務組織図（資料 7-4-②）のように事務組織についても部門ごとにそれぞれ人員配置

を行っている。また、教学関係委員会の構成は委員会配置図（資料 7−4−③）のように事務

職員も含む構成となっているため普段から連携体制を取ることが可能である。  

危機管理に関する体制については、学長をリーダーとして、危機管理体制を整備し、具

体的な対応についての諸規定等を整備している（資料 7−4−④）。  

競争的資金等（科研費を含む）の受入れ及び、不正利用・防止に関わる規程等を策定し、

沿った形で運用を行っている。併せて、教職員のコンプライアンス及び研究倫理に関する

研修なども毎年実施し、認識を高める研修を行っている。  

大学院のある横浜キャンパスの安全・設備面については、法令で定める防火・防災設備

の日常点検の実施はもとより、年 2 回の防災・消防訓練をキャンパスで実施し、教職員・

学生の安全管理向上に務めている（資料 7−4−⑤）。  

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

基準を満たしている。大学全体で教員組織及び事務組織についての見直しを毎年度行わ

れ、特に教学関係委員会では大学院、学部教員の人材交流が活発に行われている。大学院

においては、大学院の目的達成のための教育・研究活動を定期的に教授会などにおいて教

職員全体で共有、確認を行っている。  

危機管理体制については、必要な諸規定に沿って運用・対応し、施設設備の安全面等に

ついての法令点検及び防火防災、消防の訓練を原則として毎年実施を行っている。 

 

〔根拠となる資料〕  

資料 7-4-① 大学組織図（2024年 4月 1日現在）  

資料 7-4-② 事務組織図（2024年 4月 1日現在） 

資料 7-4-③ 委員会配置図（2024年 4月 1日現在）  

資料 7-4-④ 危機管理規程、ガイドライン、マニュアル 
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資料 7-4-⑤ 法令点検実施報告及び防災訓練報告、法定点検特例認定通知  

 

7-5 管理運営のための組織及び事務組織が、大学院の目的を達成するために、効果的な意

思決定が行える組織形態となっているか。  

〔観点に係る状況〕  

大学機関として学長のもと専門職大学院教授会を置いている（資料 7-5-①,②）。さら

に専門的な検討を進めるために複数の委員会組織を置いている。 

また、研究科長及び大学院事務部長は、学長の下に置かれている大学運営会議の構成員

であり、大学院における教育・研究に関わる組織・体制を図るための意見を述べることが

できる（資料 7-5-③）。  

事務組織については、事務分掌規程（資料 7-5-④）に基づき、当該専門職大学院事務の

運営が円滑に図るための必要な人員を配置し、運営している。  

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

基準を満たしている。本研究科の教授会は定期的に開催され、委員会で検討された内容

を共有して審議している。委員会組織には、専任教員に加えて事務局職員も正規の委員と

して参画して審議にあたっていることで、多面的な視野で本研究科の目的を達成するため

の議論ができている。管理運営のための組織は体系的であり、大学院の目的を達成するた

めに適正な組織体制であるといえる。  

 

〔根拠となる資料〕  

資料 7-5-① （再掲）資料 0-4 星槎大学専門職大学院学則  

資料 7-5-② 専門職大学院教授会規程  

資料 7-5-③ 大学運営会議規程  

資料 7-5-④ 事務分掌規程  

 

7-6 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研修等、

管理運営に関わる職員の資質向上のための取組が組織的に行われているか。  

〔観点に係る状況〕  

大学院のある横浜キャンパスの事務局組織では、定例で月 1 回程度の事務局会議を設け、

相互の担当正面業務の情報交換・共有を行ってきた。2023 年度以降は、クラウド（Google

ドライブ）上での記録を利用した情報共有も行っている。また、事務局職員は、SD として

学内外の研修や説明会などに積極的に参加をし、日頃から最新の情報を把握するように心

がけている（資料 7−6−①）。 

さらに、大学全体の全学 FD 研修会、研究科独自の FD 研修会の中では、教員・職員両方

の参加を義務付け、FD と SD の研修の役割を兼ねた研修として実施開催し、教員・職員相

互で教学的内容を理解し機能できる組織構築を図っている（資料 7−6−②,③）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

基準を満たしている。事務局組織では、普段から事務局会議、学内・学外の研修会など

を通じて、大学院の管理運営及び事務処理上必要な知識・情報の収集に務めている。また、

大学全体で実施開催される全学 FD 研修会、研究科独自の FD 研修会は、教員・職員両方の

参加を義務付けて FD・SDの両方の研修役割を兼ねた内容で実施開催している。 

 

〔根拠となる資料〕  

資料 7-6-① （再掲）資料 6-6-③ 事務職員の研修参加状況  

資料 7-6-② （再掲）資料 6-6-① 2023年度 FD研修記録 

資料 7−6−③ （再掲）資料 6-6-② 2023年度全学 FD委員会議事録 
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7-7 大学院の活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己

点検・評価が行われているか。また、評価結果がフィードバックされ、改善のための取組

が行われているか。  

〔観点に係る状況〕  

毎年実施する自己点検・評価の内容を踏まえて、研究科長（自己点検・評価委員長）が

リーダーとなり、入試面、教務面、FD/SD 面のそれぞれの内容に関わる部分で改善・見直

し点を共有・確認している（資料 7−7−①）。 

2023 年度は、これまでの成果をさらに発展させて共同研究とし、修了生アンケートや教

育課程連携協議会へのアンケートももとに、研究科の在り方の検討を行った（資料 7−7−

②）。これらの成果を踏まえて、2024 年度には 3 つのポリシーを改訂し、教育課程を学生

のニーズも踏まえたものに改善していく。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

基準を満たしている。本研究科では、研究科長をリーダーとして自己点検・評価委員会

を設置し、本研究科の点検作業を行っている。自己点検・評価報告書作成のために具体的

詳細なスケジュールを準備し、研究科専任教員全員が分担で関わり点検作業を行い、改善

のための不断の見直しを図っている。また、研究科内の FD委員会とも協働し、向上・改善

のための研修会を定期的に開催するなどをしている。  

 

〔根拠となる資料〕  

資料 7-7-①（再掲）資料 6-1-④ 2023年度自己点検評価 FBまとめ 

資料 7-7-②（再掲）資料 4-6-① 共同研究「教育実践研究のあり方とその指導に関する共

同研究」報告書 

 

【優れた点と改善を要する点】 

〔優れた点〕  

設置法人及び大学側の財務基盤及び財務計画に基づき、継続的な大学院運営は可能では

あるが、修士課程、博士後期課程を含めた大学院単体として大学に貢献するべく学生数の

確保は十二分に達成可能となっている。それらを支える事務組織については、普段から SD

として学内・外の研修や説明会などに積極的に参加をし、大学院の管理運営及び事務処理

上必要な知識・情報の収集に務めている。 

また、2021 年度は新型コロナウィルス感染症の影響から、年度計画していた内容（授

業・行事予定など）から変更が生じた点も多かったが、通信制も含めたノウハウを生かし

て新学期開始前の段階から教職員一丸となった実施・運営体制を整えることができた。

2022年度以降もコロナ禍の状況を考慮しつつ、授業の実施方法の工夫ができている。 

 

〔改善を要する点〕  

財務基盤として、毎年入学学生数の増加が見られる点で法人及び大学への依存度を減ら

す方向ではある。継続して学生確保に努めていきたい。  

 

〔概要〕  

本研究科は独立大学院ではないため、設置学校法人及び大学側からの継続的な支援を前

提にしているが、入学者数は増加傾向にあり、学生納付金収入も安定している。また、大

学院のある横浜キャンパスでは、財務状況を安定させるために、不要な支出を抑えるなど

の経常的な費用削減意識を置きながら教育研究環境に配慮をしている。  

財務計画については、設置学校法人及び大学機関として大学院中期収支計画を策定し、

これに立脚して着実に展開を進めており、予算、決算、管理等は本研究科の設置者である

学校法人国際学園において、予め評議員会で意見を求め、それを踏まえ理事会で審議・決
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定を行っている。 

会計監査は私立学校進行助成法第 14条第 3項に基づいて行われ、監査報告書により適正

意見を受けている。また、監事を 2名置き、私立学校法第 52条に基づく監事監査を定期的

に実施しており、監事監査報告書の作成、理事長への定期報告を行っている。監事報告に

おいても適正意見を受けている。  

大学組織では、大学・大学院としての管理運営のための組織を置き、事務組織も部門ご

とに人員配置を行っている。また、教学関係委員会は事務職員も含む構成となっているた

め普段から連携体制を取ることが可能である。  

危機管理に関する体制は、学長をリーダーとして、危機管理体制を整備し、具体的な対

応についての諸規定等を整備している。  

管理運営の点では、大学機関として最高決定権者である学長の諮問機関として専門職大

学院教授会を置き、さらに審議を円滑に図るために複数の委員会組織を置いている。また、

教育・研究の組織・体制に係る事項等について審議・意見聴取する大学運営会議を置き、

当該研究科長も構成員として加わり、大学院の目的・趣旨に応じた組織・体制を図るため

の意見を述べることができる。  

事務組織については、事務分掌規程に基づき、大学院事務が円滑に図るための必要な人

員を配置し、運営している。  

職員の資質向上の点では教職員合同で複数の研修を行っており、組織全体の活動を相互

で理解し機能できる部分が高い。また、事務職員は学外の研修や説明会などに積極的に参

加をし、常に最新の情報を把握するように務めている。  

自己点検・評価の側面では、毎年実施する点検・評価の内容を踏まえて、研究科長がリ

ーダーとなり、入試面、教務面、FD/SD 面のそれぞれの内容に関わる部分で改善・見直し

点を確認している。 
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基準８．教育情報等の公表 
8-1 大学院の目的が、適切に公表されるとともに、構成員(教職員及び学生)に周知され

ているか。 

〔観点に係る状況〕 

 本研究科の使命・目的等は、開学当初より星槎大学専門職大学院学則及び星槎大学大学

院ホームページ、大学案内（パンフレット）や学生募集要項の中に明記している。また、

学生に配布する学生ハンドブックにも本研究科の目的を記している（資料 8-1-

①,②,③,④,⑤）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕  

 基準を満たしている。大学院の目的は星槎大学大学院ホームページなどの電子媒体、大

学院案内（パンフレット）や学生募集要項などの冊子媒体などを通じて広く周知するとと

もに、教職員及び学生に対しては、毎年春・秋の新入生ガイダンスで配布する学生ハンド

ブックを通じて周知している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 8-1-① （再掲）資料 0-4 星槎大学専門職大学院学則 

資料 8-1-② （再掲）資料 6-1-⑤ 星槎大学大学院ホームページ（情報公開） 

       https://gred.seisa.ac.jp/about/report/ 

資料 8-1-③ 大学院パンフレット 

資料 8-1-④ （再掲）資料 1-3-① 2024年度 4月生学生募集要項（星槎大学大学院教育実

践研究科教育実践専攻（専門職学位課程）） 

資料 8-1-⑤ 星槎大学大学院学生ハンドブック（表紙裏部分） 

 

8-2 入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)、教育課程編成・実施方針(カリキ

ュラム・ポリシー)及び修了認定・学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)が適切に公表、

周知されているか。 

〔観点に係る状況〕 

 入学者受け入れ方針、教育課程編成・実施方針及び、修了認定・学位授与方針について

は、星槎大学大学院ホームページで公開するとともに、入学希望者との個別相談などを通

じて周知を図っている（資料 8-2-①,②,③）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。3 つのポリシーは、大学院ホームページを通じて公開し、個別相

談の機会にも周知している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 8-2-① 星槎大学大学院ホームページ（AP） 

              https://gred.seisa.ac.jp/professional/policy/ 

資料 8-2-② 星槎大学大学院ホームページ（CP） 

             https://gred.seisa.ac.jp/professional/policy/ 

資料 8-2-③ 星槎大学大学院ホームページ（DP） 

             https://gred.seisa.ac.jp/professional/policy/ 

 

8-3 成績評価基準や修了認定基準が学生に周知されているか。 

〔観点に係る状況〕 
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 成績評価基準は、それぞれの科目シラバスにおいて個別の基準を提示しているほか、大

学院全体としての評価基準は、大学院学則に明記し、その内容は学生ハンドブックにおい

ても確認できる形となっている。 

 修了要件については、学生に対して、入学時のガイダンスで学生ハンドブック（資料 8-

3-①）を用いて説明するとともに、学生の要望に応じた履修方法の相談などをアドバイザ

ー教員等や事務局で実施し、修了要件等の理解が不十分な学生に対してはアドバイザー教

員等が理解を促すためにアドバイスを行うようにしている。成績評価の基準、特に評価方

法については各科目のシラバスにおいても明記し、履修する学生がわかるようにしている

（資料 8-3-②）ほか、授業初回で成績評価等について説明をするようにしている。成績評

価基準のうち、各科目を超えた評価の基準については成績評価に関する規程に明記をして

いる（資料 8-3-③,④）。なお、星槎大学の学生ポータルサイト（学生専用ページ）内で

学生自身の修了要件の充足状況についても確認できるようになっている（資料 8-3-⑤）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。入学時のガイダンスの中で、修了判定基準の説明を行うとともに、

学生の相談で、履修方法と合わせて説明を行っている。成績評価基準については、各シラ

バスに評価方法として、成績評価基準を記述し、授業の初回の中でも直接履修学生に対し

て基準を説明している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 8-3-① 星槎大学大学院学生ハンドブック P.Ⅳ-1「1 3つのポリシー／修了要件」 

資料 8-3-② （再掲）資料 2-1-④ シラバス 

資料 8-3-③ （再掲）資料 0-4 星槎大学専門職大学院学則 

資料 8-3-④ 星槎大学専門職大学院成績評価・試験規程 

資料 8-3-⑤ 星槎大学大学院学生ハンドブック PP.Ⅱ-20−22「3 学生ポータルサイトにつ

いて」 

 

8-4 自己点検・評価の結果が大学院内及び社会に対して広く公表されているか。 

〔観点に係る状況〕 

 本研究科では、星槎大学専門職大学院自己点検・評価委員会規程に基づき、自己点検・

評価の結果を公表することと定めている。自己点検評価は、開学 2年目の 2018年度から毎

年実施しており、公表については、大学院ホームページを通じて広く公表している。また、

本学では完成年度まで履行状況調査を受けており、この報告書についても、大学院ホーム

ページの情報公開ページで公表している（資料 8-4-①）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。自己点検・評価報告書の公表は、大学院ホームページにおいて大

学院研究科設置認可書類及び履行状況報告書等の情報公開を必要とする書類と同じように

専用ページを設け公開している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 8-4-① （再掲）資料 6-1-⑤ 星槎大学大学院ホームページ（情報公開） 

       https://gred.seisa.ac.jp/about/report/ 

 

8-5 教育研究活動についての情報(学校教育法施行規則第 172 条の 2 に規定される事項を

含む。) が公表されているか。 

〔観点に係る状況〕 
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 本研究科では、大学院ホームページを通じて、教育研究活動についての情報（学校教育

法施行規則第 172 条の 2 に規定される事項を含む）について広く公開し、多くの方が見る

ことができるようにしている。なお、情報の変更が生じた場合にその都度ホームページの

更新を行っている（資料 8-5-①）。 

 

〔分析結果とその根拠理由〕 

 基準を満たしている。大学院ホームページ内にある「情報公開」ページに教育研究活動

についての情報（学校教育施行規則第 172 条の 2 に規定されている事項を含む）内容を、

項目ごとにそれぞれ表示し、合わせて、大学院の設置認可申請書類や履行状況報告書など

の書類についても同時に閲覧できるように公開ページを整備している。 

 

〔根拠となる資料〕 

資料 8-5-① （再掲）資料 6-1-⑤ 星槎大学大学院ホームページ（情報公開）URL: 

       https://gred.seisa.ac.jp/about/report/ 

 

【優れた点と改善を要する点】 

〔優れた点〕 

 本研究科の使命・目的や本専門職大学院学則及び自己点検・評価の結果等については本

大学院ホームページに公表をしている。在学生に関しても、年 1 回配布される学生ハンド

ブックなどの冊子や印刷物、またホームページに載っている「学生専用ポータルサイト」

など必要に応じて見ることができる。 

 

〔改善を要する点〕 

 本学では、2023 年度より大学院ホームページを刷新し、よりわかりやすいホームページ

を心がけている。そうした中で、情報公開において、入学相談者や受験者、外部の方に対

して、情報公開の時期、情報の見やすさ・わかりやすさ、情報内容の適切さが十分である

かの点でアンケート調査をするなど、外部の視線での適切な情報公開の在り方について、

引き続き検討していく必要がある。 

 

〔概要〕 

教育情報等の公表については、主に学外者に対しては、大学院ホームページや、直接手

元に郵送等で案内する大学院パンフレット及び学生募集要項などの媒体を通じて行ってい

る。大学院ホームページでは、本研究科専用ページを設け、ページを訪れた者が見たい情

報（研究科の概要［研究科の目的も含む］、入試日程［アドミッション・ポリシーも含

む］、学修方法［カリキュラム・ポリシーも含む］、学費、修了要件等）をそれぞれ説

明・案内するページを設けている。また、在学生に対しては、主に学生ハンドブックなど

の冊子や配布物、学生がアクセスすることのできる「学生ポータルサイト」などの媒体を

通じて必要な情報（キャンパスの利用方法、履修方法、時間割、シラバス［成績評価基

準］、修了要件等）を周知・説明をおこなっている。具体的には、専門職大学院学則で定

めている大学院の目的は、大学院のホームページや大学案内、学生募集要項の中で明記し、

教職員・学生への周知の観点から学生ハンドブックにも記載している。学生ハンドブック

は教職員にも配布される。 

本研究科の 3 つのポリシーは、大学院の目的と同様に、ホームページの中で明記されて

いるほか、資料請求者に資料送付と同封し、入学希望者の個別相談などにおいても周知を

行っている。 

成績評価基準や修了認定の基準は、入学時のガイダンスで学生ハンドブックを用いて説

明し、適宜、学生の希望に応じた履修に関する相談をアドバイザー教員等や事務局で実施

している。 
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自己点検・評価の結果については、情報公開の観点から大学院ホームページを通じて広

く公開している。 

教育研究活動についての情報も同じく大学院ホームページに公開、変更が生じた場合、

都度、ホームページの更新を行っている。 

 

以上 

 

 

 

 


